
総社市告示第１５号 

 

 総社市いきいき福祉基金助成事業実施要綱（平成１７年総社市告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

平成２９年３月２２日 

 

                                     総社市長 片 岡 聡 一 

 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号を除く。以下「改正

後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合は，当該改正後部分を加

える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定

めるところによる。 

(１)～(３) 略 

(４) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは，介護保険法施行規則第

１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）様式第１の質問項目に対する

回答の結果に基づき，同基準様式第２に掲げるいずれかの基準に該当す

る者をいう。 

 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定

めるところによる。 

(１)～(３) 略 

 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

助成事業の種類 助成対象者 助成対象経費 助成金等の額 

1 いきいきチ

ケット事業 

市内に住所を

有し，かつ在宅

で総社市新生活

交通が利用でき

ない者のうち，

次の各号のいず

れかに該当する

略 

助成事業の種類 助成対象者 助成対象経費 助成金等の額 

1 いきいきチ

ケット事業 

市内に住所を

有し，かつ在宅

で総社市新生活

交通が利用でき

ない者のうち，

次の各号のいず

れかに該当する

 略 



改   正   後 改   正   前 

者 

(1) 略 

(2) 介護予防・

生活支援サー

ビス事業対象

者 

(3) 略 

(4) 略 

(5) 略 

 略 

  

者 

(1) 略 

 

 

 

 

(2) 略 

(3) 略 

(4) 略 

 略 

  

 

附 則  

この告示は，平成２９年４月１日から施行する。 


